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他法他施策の活用

（次官通知）
他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者又は受けることができると推定

される者については、極力その利用に努めさせること。

（局長通知）
次に掲げるものは、特にその活用を図ること。また、活用を図るべきものはこれらに限られる

ものではないので、これら以外のものの活用についても、留意すること。



１ 身体障害者福祉法
２ 児童福祉法
３ 知的障害者福祉法
４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律
５ 老人福祉法
６ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
７ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
８ 災害救助法
９ 農業保険法

１０ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
１１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
１２ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
１３ 公害健康被害の補償等に関する法律
１４ 特別支援学校への就学奨励に関する法律
１５ 健康保険法
１６ 厚生年金保険法
１７ 恩給法
１８ 各共済組合法
１９ 雇用保険法
２０ 労働者災害補償保険法
２１ 石綿による健康被害の救済に関する法律

２２ 国民健康保険法
２３ 国民年金法
２４ 高齢者の医療の確保に関する法律
２５ 介護保険法
２６ 児童扶養手当法
２７ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
２８ 児童手当法
２９ 戦傷病者戦没者遺族等援護法
３０ 未帰還者留守家族等援護法
３１ 引揚者給付金等支給法
３２ 自動車損害賠償保障法
３３ 墓地、埋葬等に関する法律
３４ 母子及び父子並びに寡婦福祉法
３５ 母子保健法
３６ 学校保健安全法
３７ 生活福祉資金
３８ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律

３９ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援
に関する法律

４０ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律



年金・手当等一覧表

年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給月額 支給月 備考

児童手当
児童（0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある子）を養育している方。

3歳未満 15,000円
（第3子以降は30,000円）
3歳以上高校生年代まで

10,000円
（第3子以降は30,000円）

2,4,6,8,
10,12月

所得制限なし

児童扶養手当

次の要件に当てはまる18歳以下（18歳到達の年度
の末日）の児童（一定の障害があるときは、20歳未
満）を監護している母、監護し、かつ生計を同じく
している父、又は養育している者。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令で定める程度の障害の状態に

ある児童
4 父又は母が生死不明の児童
5 父又は母が1年以上遺棄している児童
6 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
（平成24年8月から）
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童

など

児童1人のとき
46,690円～11,010円

児童2人以上のとき
（1人増すごとに）
11,030円～5,520円加算

1,3,5,7,
9,11月

公的年金優先。
年金額が児童扶養
手当額より低いと、
差額分支給される。

所得制限あり



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給月額 支給月 備考

特別児童扶養手当 20歳未満で精神又は身体に障害を有
する児童を家庭で監護、養育してい
る父母等

1級 56,800円
2級 37,830円

4,8,12月 所得制限あり

特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を
有するため、日常生活において常時
特別の介護を必要とする状態にある
在宅の20歳以上の者

29,590円
※重度者に県加算あり

2,5,8,11月 所得制限あり

障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有する
ため、日常生活において常時の介護
を必要とする状態にある在宅の20歳
未満の者

16,100円
※重度者に県加算あり

2,5,8,11月 所得制限あり

福祉手当（経過措置分） 昭和61年3月31日において、20歳以上
で従来の福祉手当受給資格者のうち、
特別障害者手当及び障害基礎年金の
いずれも受給していない在宅の者。
（現在は新規認定を行っていな
い。）

16,100円
※重度者に県加算あり

2,5,8,11月 所得制限あり



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 支給
月

備考

国民年金
（老齢基礎）

保険料納付済期間（厚生年金、
共済組合の加入期間を含む。）、
保険料免除期間及び合算対象期
間を合わせた期間が10年以上あ
る者が65歳に達したとき。

偶数月 60歳からの繰
り上げ支給可

国民年金
（障害基礎）

国民年金に加入している間、
または20歳前、もしくは60歳以
上65歳未満に初診日のある病気
やけがで、一定の障害の状態に
あり、かつ一定の保険料納付要
件を満たしているとき。ただし、
20歳前に初診日がある場合は、
納付要件なし。

1級 年 1,039,625円
2級 年 831,700円

偶数月 18歳到達の年
度の末日まで
の間にある子、
又は20歳未満
で障害（1、2
級程度）の子
がいる場合は
加算あり

4分の1 半額 4分の3

納付月数 納付月数 納付月数

× × × ×

4/8 5/8 6/8 7/8

+ +

777,800円×
40年（加入可能年数）×12月

保険

料納

付済

月数

全額免

除月数
+ +

831,700



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給月額 支給月 備考

国民年金（遺族基礎） 次の要件を満たしている方が死亡したとき、その
者によって生計を維持されていた「子のある配偶
者」又は「子」に支給。

1．国民年金の被保険者である間に死亡 2．国
民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満
の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡
3．老齢基礎年金の受給権者であった方（保険
料納付済期間、保険料免除期間および合算対
象期間を合算した期間が25年以上ある方に限
る）が死亡 4．保険料納付済期間、保険料免
除期間および合算対象期間を合算した期間が
25年以上ある方が死亡
※1、2については保険料納付要件あり

年額 831,700円 偶数月 子の加算あり。
死亡した者が国民年
金の第1号被保険者
であるときは、死亡一
時金、寡婦年金あり

特定障害者に対する
特別障害給付金

1．平成３年３月以前に国民年金任意加入対
象であった学生
2．昭和61年３月以前に国民年金任意加入対
象であった被用者等（厚生年金、共済組合等
の加入者）の配偶者

であって、当時、任意加入していなかった期
間内に初診日があり、現在、障害基礎年金１

級、２級相当の障害に該当する方。ただし、
65歳に達する日の前日までに当該障害状態に

該当された方に限る。

1級 月 56,850円

2級 月 45,480円

偶数月 老齢年金、遺族年金、
労災補償等を受給し
ている場合は、その
受給額分を差し引い
た額を支給。
特別障害給付金を受
給すると、経過的福
祉手当の受給資格喪
失



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給月額 支給月 備考

老齢厚生年金 厚生年金被保険者期間がある者が老齢
基礎年金を受ける資格期間を満たして
いる場合に65歳から老齢基礎年金に上
乗せして支給。

報酬比例の年金額 偶数月

障害厚生年金 障害基礎年金の対象となる障害が、厚
生年金の被保険者期間中に初診日のあ
る傷病により生じたときは、障害基礎
年金に上乗せして支給。
障害認定は、障害基礎年金と同じ。

（ただし3級あり）

1級
報酬比例の年金額

×1.25
2級
報酬比例の年金額

3級
報酬比例の年金額

※最低保障額623,800円

偶数月 １、２級には配偶者の
加算あり



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給月額 支給月 備考

遺族厚生年金 次の要件を満たしている方が死亡したとき、
その者によって生計を維持されていた「配偶
者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」に支
給。

1.被保険者が死亡 2．被保険者期間に初
診日がある傷病により、初診日から５年以
内に死亡 3．１級又は２級の障害厚生
（共済）年金の受給者が死亡 4．老齢厚
生年金の受給権者であった方（保険料納付
済期間、保険料免除期間及び合算対象期間
を合算した期間が25年以上ある方に限る）
が死亡 5．保険料納付済期間、保険料免
除期間及び合算対象期間を合算した期間が
25年以上ある方が死亡

報酬比例の年金額 偶数月

厚生年金障害手当金
（一時金）

厚生年金の被保険者期間中に初診日のある
傷病により障害状態になったが、比較的軽
度のため障害年金に該当しない場合で、一
定の納付要件を満たしているとき。

（初診日から５年を経過するまでの間に
治って（症状が固定して）いて、一定の障
害の状態にあることが必要。）

障害厚生年金額の2年分
最低保障額1,247,600円

各種年金の受給者に
は支給されない。



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 備考

厚生年金脱退手当金 昭和16年4月1日以前に生まれた者について、次
のすべての要件を満たすとき。

1．被保険者期間が５年以上で老齢年金を受ける
のに必要な被保険者期間を満たしていない 2．
被保険者資格を喪失していること 3．60歳以上
であること 4．通算老齢年金、障害年金を受け
る資格がないこと 5．既に脱退手当金の額以上
の障害年金、障害手当金を受けていないこと

被保険者であった全期間の平均報
酬月額×被保険者期間に応じた支
給率



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 備考

基本手当 一般被保険者が失業した場合、離職の日以前
2年間に被保険者期間が12か月以上あること。
※倒産・解雇等による離職の場合、期間の定
めのある労働契約が更新されなかったことそ
の他やむを得ない理由による離職の場合は離
職の日以前１年間に６か月以上被保険者期間
があること。

日額：離職前6ヶ月の賃金に応
じて設定。 概ね50％～80％
日数：被保険者期間、年齢、身
体障害等の事情による

受給期間は原則と
して離職の日の翌
日から１年間

技能習得手当 受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に、
基本手当に加えて支給される。

受講手当 １日 500円

通所手当 月 42,500円以内

寄宿手当 受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、
家族と別居して寄宿する場合に支給される。

月 10,700円

傷病手当 受給資格者が公共職業安定所に求職の申込み
をした後、傷病のために引き続き15日以上職
業に就くことができず基本手当を受けること
のできない場合に支給される。

高年齢求職者
給付金

高年齢継続被保険者（65歳以上）が失業した
場合、被保険者であった期間に応じ、基本手
当日額の30日分または50日分に相当する額が
支給される。

被保険者期間1年以上なら、50
日分。1年未満なら30日分。

雇
用
保
険
法
（
失
業
等
給
付
）



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 備考

傷病手当金 被保険者が業務外の傷病により療養のため就
労不能となり、給料を支給されないとき、又
は支給されても傷病手当金より少額のとき。

休職4日目から、標準報酬日額の
3分の2に相当する額

出産手当金 被保険者が出産のため休職し給料が支給され
ないとき。

休職1日につき、標準報酬日額の3分
の2に相当する額
（給料の一部が支給されているとき
は、その分減額）

産前42日間
（多胎は98日間）
産後56日間

出産育児手当金 被保険者が出産したとき。 １児につき 500,000円

家族出産育児
一時金

被扶養者である配偶者・家族が出産したとき。 １児につき 500,000円

埋葬料（費） 被保険者が業務外の事由により亡くなった場
合、亡くなった被保険者により生計を維持さ
れて、埋葬を行う者に対して支給。

50,000円以内

健
康
保
険
法



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 備考

保険金 自動車の運行によって人の生命又は身体が害
された場合

3,000万円限度
死亡に至るまで
の傷害の損害は
120万円限度

ひき逃げ、無保
険車による被害
の場合は、政府
に保障を求める
ことができる

120万円限度

程度により
4,000万円（１級）

～ 75万円（14級）

自立支援給付 障害支援区分

1．移動や動作等に関連する項目（12項目）
2．の回りの世話や日常生活等に関連する項目
（16項目）
3．思疎通等に関連する項目（6項目）
4．行動障害に関連する項目（34項目）
5．特別な医療に関連する項目（12項目）

以上の80項目の調査結果や医師の意見書に
よって、サービス利用の審査判定を行う。

介護給付費
訓練等給付費
自立支援医療費
補装具費

など

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

障
害
者
総
合
支
援
法

死
亡

傷
害

後
遺
障
害



年金・手当等 支給要件（支給対象者） 支給額 備考

年金生活者支援
給付金

老齢（補足的老齢）
年金生活者支援
給付金

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその
他の所得との合計額889,300円以下

①保険料納付済期間に基づく額（月額）
＝5,450円×保険料納付済期間÷480月

②保険料免除期間に基づく額（月額）
＝11,551円×保険料免除期間÷480月

①と②の合計額

障害年金生活者
支援給付金

・障害基礎年金の受給者
・前年の所得が「4,721,000円＋扶養
親族の数×38万円」以下

障害等級が2級：5,450円（月額）
障害等級が1級：6,813円（月額）

遺族年金生活者
支援給付金

・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得が「4,721,000円＋扶養
親族の数×38万円」以下

5,450円（月額）
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給してい
る場合、5,450円を子の数で割った金額がそ
れぞれに支払われる。

雇用保険
追加給付

2004年8月以降に雇用保険の給付を受給した方の一部 追加の給付が発生するかどうか及びその金
額は、受給時期やその当時の年齢、受給さ
れていた金額等により異なる

労災保険、
船員保険
も追加給
付あり



＜まとめ＞

実際に申請事務等に関わってみてください！



ご清聴ありがとうございました


